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水戸まちなかフェスティバル２０２６チラシ及びポスターデザイン募集要項 

 

水戸市では，まちなかのにぎわい創出を図るイベントとして，中心市街地のメインストリート

（国道５０号）を舞台としたストリート文化祭「水戸まちなかフェスティバル２０２６」を令和

８年５月２日（土）に開催します。 

本年５月に開催した当イベントでは，若い世代の力を取り入れるため，市内の高校生を対象と

した吹奏楽部やダンス部等によるステージパフォーマンス，チャレンジショップブースの出展に

加え，水戸まちなかフェスティバル公式 SNS 等を用いた共同での広報活動を行いました。 

水戸まちなかフェスティバル２０２６においても，本年と同様，より多くの若い世代とともに

まちなかを盛り上げていきたいと思っております。 

つきましては，市内在住・在学の高校生を対象としまして，イベントの魅力を広く PR し，幅

広い世代の方々に御参加いただくことを目的に，水戸まちなかフェスティバル２０２６の顔とな

るチラシ及びポスターデザインの作品を募集します。 

 

１　主催 

　　水戸まちなかフェスティバル実行委員会 

 

２　作品のテーマ 

　水戸のまちなかの魅力を含め，水戸まちなかフェスティバルを PR し，市民の興味・関心を

高めるとともに，来場者の促進につながるもの 

 

※　水戸まちなかフェスティバルとは 

水戸まちなかフェスティバルは，中心市街地のメインストリート（国道５０号の大工町交　

差点から水戸中央郵便局前の区間）を，一般車両等の通行を規制して歩行者天国とし，アー

ト，ワークショップ，エンターテイメント，グルメ，マーケットなどをテーマとした様々な

催しを実施するストリート文化祭です。 
商店街団体や学生をはじめとした市民の皆様との協働によるイベントであり，まちなかに

おける商店街の振興，にぎわいの創出に寄与することを目的としています。 

 

３　応募資格 

　水戸市在住・在学の高校生 

 

４　使用目的 

　水戸まちなかフェスティバル２０２６のチラシ，ポスター，記念品等のデザインとして 

 

５　掲出場所 

　水戸市内，茨城県内公共施設ほか 

 

６　応募締切 

　令和８年１月 13 日（火）必着 
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７　各賞及び副賞 

　　以下の受賞作品は，全て水戸市役所や水戸市民会館にてパネル展示を行うほか，ウェブサイ

トやＳＮＳに掲載します。 

※展示等の際は，受賞者名（クリエイターネーム可）及び在籍学校名を公表いたしますので，

御了承ください。 

　(1) 最優秀作品（１点） 

チラシ，ポスター及び記念品等にデザインを使用します。 

(2) 優秀作品（３点） 

記念品等にデザインを使用します。 

　(3) 佳作（10 数点程度） 

　　　 

８　応募規格 

　(1) 手書きで制作する場合 

①　八つ切（約３９cm×２７cm）縦型 

但し，実際に制作するチラシはＡ４サイズ，ポスターはＡ２サイズとする。 

　　　②　応募作品の下部８cm は，イベント名等の挿入スペースとして空けること。 

　(2) 電子データで制作する場合 

①　Ａ３判 縦型 

但し，実際に制作するチラシはＡ４サイズ，ポスターはＡ２サイズとする。 

　　　②　応募作品の下部８.５cm はイベント名等の挿入スペースとして空けること。 

③　作品はアドビ社製イラストレーター・フォトショップやその他アプリ等で制作した

ai ファイル又は PSD ファイルであること。 
④　最終的なチラシ・ポスター化の際に加工や修正をする場合があるので，aiファイル

や PSD ファイルのレイヤー統合はしないこと。 

（3）応募作品にタイトルを付けること（応募用紙に記載）。 

(4) イラストに限る（写真は不可）。 

(5) 応募作品数は１人１点までとする。 

(6) 文字は入れないこと。応募作品の下部に，「水戸まちなかフェスティバル２０２６」の文

字，ロゴマーク，日付，主催，問い合わせ先等の情報を後ほど挿入する。 

(7) 第三者の著作権，肖像権等を使用する場合は，二次使用も含めて応募者が事前に承諾を得

ること。 

(8) 自作で未発表のもの 

(9) 応募に要する一切の費用（記録媒体費用，送料等）は応募者の負担とする。 

 

９　注意事項 

(1) 応募作品は，採用・不採用にかかわらず返却しません。 

(2) 採用作品の著作権，使用権その他一切の権利は，水戸まちなかフェスティバル実行委員会

のものとします。 

(3) 採用された作品は，オリジナリティーを損なわない程度に一部補正等を行う場合がありま

すので，御了承ください。 
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(4) その他，使用目的の趣旨に沿わないと実行委員会が認めた場合は作品を無効とし，審査の

対象から除外します。 

(5) 採用作品について，著作権や肖像権等の問題が発生した場合は，制作者が責任を負うこと

とします。また，受賞の取消しを行う場合があります。 

(6) 水戸まちなかフェスティバル２０２６が中止となる場合には，チラシ及びポスターデザイ

ン募集も中止とします。 

 

10　応募方法 

応募用紙を記入のうえ，次の提出物を添えて下記の事務局まで御提出ください。 

(1) 手書きで制作した場合（事務局へ持参） 

①　応募作品１枚 

(2) 電子データで制作した場合（事務局へ持参又は郵送　※電子データをメールで提出したい

場合は，事前に事務局まで御相談ください） 

①　アドビ社製イラストレーター又はフォトショップで互換性のある ai ファイル又は PSD

ファイルと完成状態の PDF ファイルの２種類（ai ファイルと PDF ファイル又は PSD ファ

イルと PDF ファイル）を記録した CD-ROM 

　※電子データのファイル名は応募用紙に記載するタイトルと同じ名称にしてください。 

　　 

11　発表 

受賞者には，令和８年２月中旬までに直接通知します。 

なお，受賞者の発表に当たっては，受賞者名（クリエイターネーム可）及び在籍学校名を公

表いたしますので，御了承ください。 

 

12　事務局・お問い合わせ 

水戸まちなかフェスティバル実行委員会（水戸市役所　産業経済部　商工課内） 

　住　所：〒３１０－８６１０　水戸市中央１－４－１　水戸市役所５階 

ＴＥＬ：０２９－２３２－９１８５ 

ＦＡＸ：０２９－２６４－２２０６ 

E-mail：mitofes@city.mito.lg.jp 

 


